
平成２８年度第１回佐倉市総合教育会議 

 

１．日 時  平成２８年７月１３日（水）午後１時３０分～３時（予定） 

２．会 場  佐倉市役所議会棟１階 全員協議会室 

３．内 容 

（１）市長あいさつ 

（２）議事 

①協議・調整事項 

・教育大綱に基づく本年度の主要な施策について 

 

②報告事項 

・いじめ問題に関する取組状況について 

・「北総四都市江戸紀行」日本遺産認定について 
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■ 確かな学力の向上　〔指導課・教育センター〕

〇

【重点】 学習状況調査の実施

〇

〇

〇

〇

■ 学習意欲の向上　〔教育総務課・学務課・指導課〕

〇

〇

〇

〇

〇 理科支援員の派遣。

〇

〇

■ 指導の質の向上　〔学務課〕

〇

【重点】 小規模校学校活力の向上

〇

■ 教職員の質の向上　〔学務課・指導課・教育センター〕

〇

〇

〇

〇

～魅力ある心豊かなふるさと佐倉のひとづくり、まちづくり～

佐倉市独自の学習状況調査の実施。

全国学力・学習状況調査への参加。

外国人英語指導助手の全小中学校派遣。

奉仕活動や緑化推進運動などの体験。

「楽しい科学教室」、「児童生徒科学工夫作品展」の開催。

「好学チャレンジ教室」の開催。

思考力や判断力、表現力などを培う授業の実践。

研究校・モデル校の指定。

高校生を対象とする奨学金の支給。

就学援助制度による経済的な負担の軽減。

大学等との連携による「学力向上支援事業」、「ちば!教職たまごプロジェクト」等の実施。

複式学級の解消と少人数によるきめ細かな指導の実践。

個に応じた学習支援。学校支援補助教員の配置。

「佐倉市教職員研修体系」に基づく研修会の開催。

指導主事等による計画的な学校訪問。指導や助言等の実施。

教育委員会訪問の実施（学校（園）を訪問）。

佐倉市教育センター等報告会の開催。

平成２８年度 教育大綱に基づく佐倉市の教育施策

基本方針１

豊かな心と学ぶ喜びに満ちた学校教育を充実させます

確かな学力
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■ 学校給食を活かした食育の推進　〔指導課〕

〇

〇

〇

〇

〇

■ 児童生徒の体力向上の推進　〔指導課〕

〇

〇

〇

■ 心の教育の充実　〔指導課・教育センター〕

〇

【重点】 佐倉の地域性を活かした道徳教育の推進

〇

〇

■ 一人ひとりのニーズに合った教育の推進　〔指導課・教育センター〕

〇

〇

〇

【重点】 特別支援教育の推進

〇

■ 学校教育相談の充実　〔教育センター〕

〇

【重点】 教育相談の充実

■ 読書や芸術・文化学習の支援 〔学務課・教育センター・図書館・市民音楽ホール・美術館〕

〇

〇

〇

〇

佐倉学道徳副読本「佐倉の道徳」の活用（郷土の先人等を題材）。

【拡充】 佐倉独自の道徳教材資料の開発・活用。

美術館や音楽ホール等の連携事業の実施。

社会人活用。キャリア教育の推進。

教育支援委員会の開催。

安全・安心な給食の提供（地場産物の推進、放射能検査）。

地場産物給食「佐倉・城下町400年記念メニュー、お殿様献立」。

家庭・地域対象の給食試食会等、食育の推進。

生活習慣病予防教育における食生活個別相談の充実。

【重点】 食育の推進

給食室設備の維持補修及び更新等。

体力向上推進会議・小中体育大会等の開催。

【重点】 児童生徒の体力向上の推進

民間プールとの連携による水泳授業の取組。

検診と事後措置の徹底による児童生徒の健康増進。

学校図書館蔵書整備。教材用新聞の配備。

学校巡回音楽会、合唱教室、ハンドベル教室の開催。

学校連携による美術教育の支援。（出前講座等）

教育センターや適応指導教室などを活用した教育相談の充実。

「朝の読書」などの読書活動の充実。学校図書館司書の配置。

特別支援教育支援員の配置。

特別支援専門家チームのサポート体制。

【新規】インクルーシブ教育システム推進事業の実施。

（平成２５～２７年度のモデル事業の成果を継承）

学校支援コーディネーターの派遣等。

豊かな心

健やかな体
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〇

〇

■ いじめ防止の取り組み【新設】　〔指導課〕

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

【重点】 学校教育における佐倉学の推進（再掲）

■ 学校の施設整備の推進　〔教育総務課〕

施設整備の促進（体育館屋根・武道場天井の落下防止対策等）。

【重点】 小中学校施設の環境整備

■ 「佐倉学」の推進　〔指導課〕

各学校における「佐倉学」の推進。

【重点】 学校教育における佐倉学の推進

■ 地域教材を活用した学習の推進　〔指導課〕

社会科副読本「わたしたちの佐倉市」、佐倉学副読本「ふるさと佐倉の歴史」等の活用。

【重点】 いじめ防止対策推進事業

「いじめ対策調査会」「いじめ問題対策連絡協議会」の設置。

学校支援アドバイザーの巡回派遣等。

学校パソコン教室の機器をタブレット端末としても使用できる機種へ更新。

(平成26～28年度)

■通学路の安全の確保　〔学務課〕

児童生徒が安心して通学できるための、安全確保・パトロール。

【重点】 通学路の安全確保

災害発生時における通信手段の確保（災害時用PHS電話の設置等）。

■ 学校の教育環境の整備　〔学務課〕

「東日本大震災」を教訓とした防災体制の推進。防災教育充実。

教材備品や学校教育環境の整備。

【新規】「佐倉市いじめ防止基本方針」の策定に基づく対策推進。

いじめ防止の取り組み

ふるさと佐倉への愛着と誇り

教育環境の整備

-4-



〇

【重点】 アイアイプロジェクト活動の推進

〇

【重点】 学校運営委員会を活用した開かれた学校づくりの推進

〇

【重点】 地域性を活かした児童交流の推進

〇

〇

〇

【重点】 子育て講座の開催

〇

〇

〇

〇

【重点】 教育懇話会の開催

〇

〇

〇

【重点】 佐倉市教育の日の趣旨に沿った関連事業の開催

〇

■ 地域に開かれた学校づくり　〔学務課・指導課〕

■ 家庭教育の充実　〔社会教育課・公民館・図書館〕

中学生対象の家庭教育学習の推進。

学校や公民館における家庭教育事業の充実。

■ 幼稚園児の就園の支援　〔学務課〕

幼稚園の教育環境充実。園児の就園支援。

スクールガードフォーラム等の開催。ボランティア活動の支援。

学校運営委員会の取組。

■ 地域とのつながりや連携の推進　〔社会教育課・公民館・学務課〕

地域と学校、他地域との交流事業（通学合宿等）の実施。

公民館祭や世代間交流事業の実施。

『我ら学び隊』等、生涯学習・文化行事の情報発信。

■ 市民による教育と文化の育成　〔図書館〕

市民読書感想文集『さくらおぐるま』の発行等。

■ 市民との協働事業の推進　〔教育総務課・文化課・美術館〕

「佐倉市教育の日(１１月１６日)」関連行事の開催。

佐倉市民文化祭など、市民が参画する事業の推進。

【拡充】 市立幼稚園における預かり保育時間延長等の実施。

■ 関係機関との連携強化　〔社会教育課・公民館〕

ＰＴＡ活動団体への支援。関係機関と連携した情報交換の推進。

■ 教育に関する市民参加の促進　〔教育総務課・指導課等〕

教育懇話会・市民学習発表会の開催。

基本方針２

学校・家庭・地域が連携して子どもたちを育みます

地域に開かれた学校づくり

地域との連携

市民の参加・協働事業の推進
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〇

〇

〇

〇

【重点】 市民カレッジ事業

〇

【重点】 コミュニティカレッジさくら・さくら学び塾の開設

〇

〇

〇

〇

【重点】 社会教育における佐倉学の推進

〇

〇

【重点】 文化財普及活動の推進

〇

〇

〇

【重点】 佐倉図書館の整備

【新規】エスコ事業による市立美術館の空調設備の更新。

〇

【重点】 コミュニティカレッジさくら・さくら学び塾の開設（再掲）

〇

〇

■ 生涯学習の推進　〔社会教育課・臼井公民館・公民館・図書館・美術館〕

コミュニティカレッジさくら・さくら学び塾の活動推進。（再掲）

■ 地域活動の担い手の育成　〔臼井公民館・公民館・図書館〕

コミュニティカレッジさくら・さくら学び塾の活動推進。

市民カレッジやボランティア養成講座等の実施。

■ “佐倉ならでは”の情報発信の強化　〔図書館・美術館〕

メディアを活用した「佐倉学」の情報発信。

■ 公民館等の社会教育機能の拡充　〔社会教育課・中央公民館・公民館・図書館〕

大学、高等学校等を活用した公開講座の開催。

公民館・図書館における各種講座の実施。

図書館郷土資料の充実。

おはなし会やブックトーク等の開催。

佐倉ゆかりの美術作家等の調査・研究、展覧会の開催。

■ 「佐倉学」の推進　〔社会教育課・公民館〕

公民館等における「佐倉学」講座や「佐倉っ子塾」の開催。

■ 新たな学ぶ意欲の喚起　〔文化課〕

市内指定文化財等の周知・公開（旧堀田邸・武家屋敷・佐倉順天堂記念館等）。

学校一般開放等によるスポーツに親しむ機会の提供。

文学、歴史等の一般的教養に関する講演会の実施。

■ 社会教育施設の整備の推進　〔社会教育課・市民音楽ホール・美術館〕

公民館や図書館など、社会教育施設の整備・補修。

埋蔵文化財や歴史民俗資料の保全・活用、見学会の実施等。

【新規】『（仮称）新・佐倉細見』の発行。

楽しい英語・日本語教室、オランダ児童との交流事業の実施。

基本方針３

生涯にわたる学びを支援し、人権・平和教育を推進します

生涯にわたる学びの支援
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〇

〇

〇

【重点】 市民文化資産の保全と活用

〇

〇

〇

【重点】 井野長割遺跡の保全・整備と活用

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

■ 生涯学習の推進　〔社会教育課・臼井公民館・公民館・図書館・美術館〕

市立美術館を拠点とした企画展等の開催。

「ミテ・ハナソウ展」「カオスモス展」等。

女子美術大学・順天堂大学等との連携協働。

登録有形文化財制度の周知と登録物件の活用推進。

旧平井家住宅の整備・活用と周知。

■ 芸術・文化活動の充実　〔文化課・市民音楽ホール・美術館〕

映画上映会「キネマの夕べ」、市役所ロビーコンサートの開催。

芸術文化活動団体の支援・育成。

市民音楽ホールを拠点とした多彩な事業展開。

■ 歴史文化資産の保全活用　〔文化課〕

市民文化資産の選定と保全、活用・普及。

歴史文化資産の学習会・見学会の開催。

【新規】旧川崎銀行佐倉支店改修工事（平成28～29年度）。

国指定史跡の本佐倉城跡と井野長割遺跡の保存・整備。

■ 歴史的建造物の保全・整備　〔文化課〕

人権教育講座の実施。

終戦の日に合わせた図書館における平和関連書籍の配架。

基本方針４

歴史・文化の保全活用と芸術・文化の振興を推進します

人権・平和教育の推進

歴史・文化の保全活用

芸術・文化の振興
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佐倉市教育大綱 

‐魅力ある心豊かなふるさと佐倉の人づくり、まちづくり‐ 
 
１．はじめに 

 人口減少社会の到来により、地域社会を支える基盤の脆弱化が懸念される中、個人

の様々な能力を開花させ、その精神を豊かにするとともに、社会全体の今後一層の発

展を実現する基盤である教育の意義はますます高まっています。 
 また、過去に例を見ない社会情勢の変化に対応し、更に新たな価値を創造していく

ためには、進取の精神を育んできた佐倉の歴史から学ぶところは今なお大きいものが

あります。 
 佐倉市は、このような認識の下、豊かな心の充実を教育の根幹と捉え、「ふるさと

佐倉」を育てる人づくりを念頭に、佐倉学を推進し、教育のさらなる充実に取り組む

ため、ここに佐倉市教育大綱を定めます。 
 大綱の実現に当たり、教育行政の政治的中立性、継続性及び安定性を確保した上で、

佐倉市が直面する様々な課題に対して、市長と教育委員会が共通認識を持ち、協議、

調整及び連携協力を図ることとします。また、教育の推進に当たっては、地域社会が

一体となって取り組むものとします。 
 
２．策定の趣旨及び基本的な考え方 

 佐倉市教育大綱（以下「大綱」といいます。）は、「地方教育行政の組織及び運営に

関する法律」の趣旨に基づき、佐倉市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な

施策の大綱を定めるものです。 

 佐倉市においては、「佐倉教育ビジョン」及び｢佐倉市総合計画 後期基本計画｣とこ

れに関連する各個別計画において、教育、学術及び文化に関する計画がなされている

ことから、これらの内容を踏まえ、本市が進めるべき方針を大綱として定めることと

し、その期間を後期基本計画と連動させた、平成３１年度までとします。 

 

各施策等の関連（イメージ） 
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３.大綱の基本方針 

 

基本方針１ 豊かな心と学ぶ喜びに満ちた学校教育を充実させます 

進展する社会の中で、子どもたちが力強く生きていくために、「確かな学力」「健や

かな体」「豊かな心」を育むとともに、「ふるさと佐倉」への愛着と誇りを涵養します。 
子どもたちの発達段階に応じた心の教育を推進し、いじめの防止に向けて、市、教

育委員会、学校、地域、家庭が一体となり、「いじめは起こりうるもの」として捉え、

「いじめを絶対に許さない、見逃さない」という認識のもと、いじめ根絶に取り組み

ます。 
 

基本方針２ 学校・家庭・地域が連携して子どもたちを育みます 

 地域に開かれた学校づくりを推進し、学校・家庭・地域が互いの役割を果たしなが

ら、連携を進めることのできる取り組みを行います。 
ボランティアや地域行事への参加を積極的に推進し、世代間交流を深めながら、市

全体で青少年の健全育成に取り組みます。 
 
基本方針３ 生涯にわたる学びを支援し、人権・平和教育を推進します 

 自ら学ぶ風土のもと、市民の多様な学習ニーズとライフステージに応じた学習機会

を提供するとともに、スポーツに親しむ環境を整備し、心と体の健康づくりを推進し

ます。併せて、市民の多様な学びを地域に活かすための仕組みを充実させます。 
人権意識を醸成し、偏見や差別のない社会を創造するとともに、平和の大切さを拡

め、国際交流や異文化を理解するための取り組みを行います。 
 
基本方針４ 歴史・文化の保全活用と芸術・文化の振興を推進します 

 「好学進取」の精神に富んだ佐倉市には、文化の発展を支える確かな気風があり、

数多くの歴史文化資産が存在します。これらの特色を活かしながら、数多くの歴史文

化資産を未来へ継承していくために、地域文化の振興に向けた取り組みを行います。 
 また、文化的行事の充実を図るとともに、市民の芸術文化活動を支援し、佐倉から

芸術文化を創造・発信します。 
 

平成２８年 １月      
     

佐倉市長 蕨 和雄     
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平成２８年度 第１回 佐倉市総合教育会議 資料

指導課

【いじめ問題に関する取組状況について】

（１）いじめ防止対策に向けた方針等の整備状況

○平成２７年１２月 「佐倉市いじめ防止基本方針」策定

○平成２８年 ３月 「佐倉市いじめ問題対策連絡協議会及び佐倉市いじめ対策調査会

設置条例」制定

○平成２８年度中 「学校いじめ防止基本方針」の改訂

（２）いじめ防止対策推進事業における取組状況

○平成２８年４月～ 「学校支援アドバイザー巡回派遣」開始

○４月～ 「いじめ月例調査」開始（平成２４年度から継続）

○４月～６月中旬 「全３４小中学校を会場とした校内生徒指導研修会」の実施

○６月２０日（月） 「印西市における恐喝、暴力を伴ういじめ重大事態」を受けた

臨時校長会議の開催

○７月１５日（金） 「佐倉市いじめ問題対策連絡協議会」開催予定

○８月 ８日（月） 「第１回佐倉市いじめ対策調査会」開催予定

○８月１８日（木） 「第３回佐倉市いじめ防止子供サミット」開催予定

○平成２９年２月 「第２回佐倉市いじめ対策調査会」開催予定

○年７回 「生徒指導担当者会議・連絡会議」を通じた学校間の情報共有

○年６回 「長欠対策研修会、教育相談基礎講座」等を通した指導技術の向上

○通年 「児童青少年課と連携したケース会議の展開」

（３）いじめの状況

○平成２８年５月３１日までの状況

①認知件数

小 学 校 中 学 校 小 中 合 計 （ ）内の数値は、

前年度５月末との

５１件(+20) ２９件(+24) ８０件(+44) 比較

②状 況 解消した ：５６件（＋３２件）

継続支援中 ：１９件（＋１５件）

解消に向けて取組中： ５件（ －２件）

③内 容 ・「冷やかしやからかい、悪口や脅し文句嫌なことを言われる」

が３３件でもっとも多い

・「軽くぶつかられたり、遊んだふりをして叩かれたり蹴られた

りする」が１５件で次に多い

④発見のきっかけ ・本人の保護者からの訴えが２４件でもっとも多い

・本人からの訴えが１２件で次に多い

○平成２７年度末の状況

別 紙
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平成２７年度末 佐倉市小・中学校いじめの状況 H28.3.31

１．いじめの認知件数

Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 Ｈ２７年度

小学校 ８１ １３７ ２３５

中学校 ８８ ８１ ８９

合 計 １６９ ２１８ ３２４

２．２８年３月末 いじめの状況

解消している 継続支援中 取り組み中 その他 合計

小学校 １７２ ６２ １ ０ ２３５

中学校 ６７ ２１ １ ０ ８９

合計 ２３９(a) ８３(b) ２ ０ ３２４(c)
※「継続支援」はいじめが解消したように見えるが，心配があるので，継続して

見守っているもの。

完全解消 ７３．８％ [ (a)/ (c)× 100 ]

ほぼ解消 ９９．４％ [ (a)+ (b ) / (c) × 100 ]

３．２８年３月末 いじめの内容 （件数の多いもの上位３項目）※複数選択可

区 分 小 中 合計

冷やかしやからかい，悪口や脅かし文句いやなことを言われる １８４ ６３ ２４７

軽くぶつかられたり，遊んだふりをして叩かれたり蹴られたり ４１ １６ ５７

する

仲間はずれ，集団による無視をされる。 ２３ １３ ３６

４．いじめ発見のきっかけ

２５年度 ２６年度 ２７年度

小学校 中学校 小学校 中学校 小学校 中学校 合計

学校が発見 ２０ ３４ ５６ ３２ １２６ ３９ １６５

担任教師 １２ ８ １６ ４ １９ １１ ３０

内 担任外教師 １ ７ ０ ４ ８ ３ １１

養護教諭 ０ ０ １ ０ １ １ ２

訳 ＳＣ・相談員 ０ ０ ０ １ １ ０ １

アンケート ７ １９ ３９ ２３ ９７ ２４ １２１

学校以外からの状況 ６１ ５４ ８１ ４９ １０９ ５０ １５９

本人 ２２ ２８ ２１ ２２ ２８ １９ ４７

内 本人の保護者 ２３ １８ ３２ １６ ５５ １２ ６７

他の児童生徒 １１ ６ ２１ ４ １５ １４ ２９

訳 他の保護者 ４ １ ７ ６ ８ ５ １３

地域住民 ０ ０ ０ １ ２ ０ ２

関係機関 １ １ ０ ０ １ ０ １

合 計 ８１ ８８ １３７ ８１ ２３５ ８９ ３２４

平成 26 年度の状況と比較して、

○いじめ発見のきっかけで、学校が発見した件数が上昇した。（きめ細かな対応による）

○アンケート調査による認知が増えた。

○軽くぶつかられる、叩かれる、蹴られる等の割合が減少している。
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平成２６年７月１３日 
佐倉市教育委員会文化課 

「北総四都市江戸紀行」日本遺産認定について 

１ 申請の概要 
タイトル：北総四都市江戸紀行・江戸を感じる北総の町並み 

－佐倉･成田･佐原･銚子:百万都市江戸を支えた江戸近郊の四つの代表的な町並み群－ 

申請者：千葉県、佐倉市、成田市、香取市、銚子市 

認定年月日：平成２８年４月２５日 

２ 「日本遺産」とは？ 

・地域の有形･無形の文化財を構成文化財としてパッケージ化し、文化・伝統を語るストーリ

ーとして文化庁が認定。 

３ 申請したストーリーのポイント  

・幕末から文明開化期にかけて様々な形で江戸を支えた北総四都市 

・同一地域に所在する城下町佐倉・門前町成田・商家の町佐原・港町銚子 

・世界から一番近い「江戸」として佐倉を含む北総四都市の魅力を国内外へ発信 

４ 今後の取り組み 

  平成２８年５月に千葉県と４市他で設立した活用協議会において事業を検討し、活用を図る。 

５ 「北総四都市江戸紀行」の構成文化財（佐倉市分） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

佐倉城跡 佐倉の武家屋敷群（旧但馬家住宅） 

旧佐倉順天堂 旧堀田家住宅・旧堀田正倫庭園 

城下町佐倉の祭礼 

城下町佐倉の町並み（旧平井家住宅） 

佐倉道（成田街道）道標 

堀田正俊・正睦・正倫墓 鹿山文庫関係資料 
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ストーリーの構成文化財一覧（佐倉市） 
 

 
 

 文化財の名称 指定等の 
状況 

概要 

１ 佐倉城跡 市史跡  江戸の東を守る要として慶長 16 年（1611）より

7 年かけて、徳川家康の重臣土井利勝が築城した。

日本１００名城にも選定されている。 
  ストーリーのガイダンス施設として国立歴史

民俗博物館も城跡内に位置している。 
２ 佐倉の武家屋敷群 

① 旧河原家住宅 
② 旧但馬家住宅 
③ 旧武居家住宅 

 
県有形 
市有形 
国登録答申

佐倉城築城にあわせて城の東に連なる台地上

に武家屋敷と町屋が配置された。 
宮小路町字鏑木小路の通りに３棟の武家屋敷

が公開されている 

３ 城下町佐倉の町並み 
① 旧平井家住宅 
② 佐藤家住宅 
③ 山口家住宅 
④ 石渡家住宅 
⑤ 三谷家住宅 

 
国登録答申

県有形 
市登録 
市登録 
市登録 

 江戸へ向かう佐倉道（成田街道）は、城下町を

ほぼ東西にはしり、防衛のためクランク状に屈曲

している。その他の道路・地割もほぼ当時の形状

を保ち、旧佐倉順天堂をはじめ近世から近代の歴

史的建造物が現在も残っている。 

４ 佐倉道（成田街道）の道標 無指定   街道沿いには現在も多くの道標が残り、江戸庶

民の成田山信仰を象徴している。中でも井野の道

標「成田山道」は、七代目市川團十郎が建てたも

のである。 
５ 旧佐倉順天堂 

佐倉順天堂医史学資料 
県史跡 
市有形 

天保 14 年（1843）蘭医学者佐藤泰然が江戸か

ら移住し、開設した医塾兼診療所。 
  全国から門人が集まり、近代の日本医学界の基

礎を築いた。 
６ 旧堀田家住宅 

旧堀田正倫庭園 
重文 
国名勝 

  最後の佐倉藩主堀田正倫の邸宅と庭園。明治 23
年（1890）竣工。かつては隣接して堀田家農事試

験場があった。 
７ 堀田正俊・正睦・正倫墓 県史跡  堀田家菩提寺の甚大寺に隣接する墓所。 

８ 鹿山文庫関係資料 県有形   藩校「成徳書院（現在の県立佐倉高校）」に所

蔵されていた、日本初の蘭和辞典「ハルマ和解」

をはじめとする古典籍群。 
９ 城下町佐倉の祭礼 

① 麻賀多神社神輿 
② 麻賀多神社神輿渡御 
③ 旧佐倉町の祭礼用具 
④ 佐倉囃子 

 
市有形 
市無形民俗

市有形 
市無形民俗

  江戸の祭礼文化を受け継ぐ城下町佐倉の祭礼。

祭礼で引き回す山車は江戸型山車。 
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